
                                    
                    

 
茨城工業高等専門学校コンプライアンス推進副責任者に関する規則 

 
                                 平成２７年４月９日 

                                 制       定 
 

（目的） 

第１条 この規則は、独立行政法人国立高等専門学校機構（以下「機構」という。）における公的研

究費等の取扱いに関する規則第６条第３項に基づき、茨城工業高等専門学校（以下「本校」という。）

におけるコンプライアンス推進副責任者に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（コンプライアンス推進副責任者） 

第２条 責任者は、役割の実効性を確保するため、責任を統括する役割を担った上で、本校にコンプ

ライアンス推進副責任者（以下「副責任者」という。）を置き各系長、各部長及び事務部長をもっ

て充てる。 

 

 

   附 則 

この規程は、平成２７年４月９日から施行し、平成２７年４月１日から適用する。 

附 則 

 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、令和３年３月９日から施行する。 

 

 


